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低
賃
金
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成
長
力
底
上
げ
円
卓
会
議
が
中
長
期
的
な
引
き
上
げ
で
合
意

関
係
閣
僚
と
労
使
代
表
ら
で
つ
く
る
政
府

の
「
成
長
力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
」

（
議
長
＝
樋
口
美
雄
・
慶
應
義
塾
大
学
教
授
）

は
六
月
二
〇
日
、
中
長
期
的
な
最
低
賃
金
の

引
き
上
げ
に
向
け
た
基
本
方
向
を
合
意
し
た
。

今
後
の
方
向
を
「
賃
金
の
底
上
げ
を
図
る
趣

旨
か
ら
、
社
会
経
済
情
勢
を
考
慮
し
つ
つ
、

生
活
保
護
水
準
と
の
整
合
性
、
小
規
模
事
業

所
の
高
卒
初
任
給
の
も
っ
と
も
低
位
の
水
準

と
の
均
衡
を
勘
案
し
、
当
面
五
年
程
度
で
引

き
上
げ
る
こ
と
目
指
し
、
政
労
使
一
体
と
な

っ
て
取
り
組
む
」
と
し
て
い
る
。

労
使
折
衝
の
舞
台
は
中
賃
審
議
会
に

円
卓
会
議
は
昨
年
三
月
に
、
政
府
の
「
成

長
力
の
底
上
げ
戦
略
」
の
一
環
と
し
て
設
置

さ
れ
た
。
そ
し
て
同
年
七
月
に
、
〇
七
年
度

の
最
低
賃
金
引
き
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、「
従

来
の
延
長
線
上
で
は
な
い
引
き
上
げ
を
促

す
」
こ
と
で
合
意
。
中
央
最
低
賃
金
審
議
会

に
こ
の
合
意
内
容
が
反
映
さ
れ
た
結
果
、
昨

年
の
全
国
平
均
の
最
賃
改
定
額
は
一
四
円
と
、

近
年
に
な
い
高
い
引
き
上
げ
幅
と
な
っ
た
。

〇
六
年
度
の
全
国
平
均
は
前
年
比
で
時
給
五

円
ア
ッ
プ
だ
っ
た
。

今
年
は
今
後
五
年
で
の
め
ざ
す
べ
き
水
準

と
し
て
「
高
卒
初
任
給
」
と
い
う
日
本
語
で

は
合
意
し
た
も
の
の
、
具
体
的
な
水
準
に
つ

い
て
は
、
明
確
に
な
ら
な
い
ま
ま
の
審
議
入

り
と
な
る
こ
と
か
ら
、
労
使
の
折
衝
は
難
航

が
予
想
さ
れ
る
。

生
活
保
護
、
高
卒
初
任
給
、
平
均

賃
金
の
一
定
割
合
の
３
案
を
提
示

合
意
文
書
の
中
で
、「
生
活
保
護
水
準
と
の

整
合
性
」
と
あ
る
の
は
、
七
月
一
日
に
施
行

さ
れ
た
改
正
最
低
賃
金
法
で
、
地
域
別
最
低

賃
金
に
つ
い
て
、「
労
働
者
が
健
康
で
文
化
的

な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
生
活
保
護
と
の
整
合
性
も
考
慮
す
る

よ
う
決
定
基
準
を
明
確
化
」
し
た
こ
と
を
踏

ま
え
た
も
の
。
一
方
、
労
使
の
調
整
が
難
航

し
た
の
が
、「
小
規
模
事
業
所
の
高
卒
初
任
給

の
も
っ
と
も
低
位
の
水
準
と
の
均
衡
を
勘

案
」
と
の
表
現
だ
っ
た
。

昨
年
の
合
意
を
踏
ま
え
て
、
円
卓
会
議
で

は
、
今
後
五
年
程
度
を
展
望
し
た
最
低
賃
金

の
中
長
期
的
な
引
き
上
げ
の
基
本
合
意
を
め

ざ
し
た
。
労
使
や
学
識
者
な
ど
か
ら
出
さ
れ

た
意
見
を
踏
ま
え
て
、①「
生
活
保
護
水
準
」

②
「
高
卒
初
任
給
」
③
「
平
均
賃
金
の
一
定

割
合
」―

―

の
三
つ
の
考
え
方
が
提
示
さ
れ

た
。「
生
活
保
護
水
準
」
に
つ
い
て
は
、
平

成
一
八
年
度
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
全
国
加

重
平
均
の
生
活
保
護
（
生
活
扶
助
＋
住
宅
扶

助
）
は
七
〇
二
円
で
、
最
低
賃
金
額
六
七
三

円（
一
時
間
当
た
り
）を
上
回
っ
て
い
る
。「
高

卒
初
任
給
」
で
は
二
〇
〇
七
年
の
平
均
は
時

給
換
算
で
九
二
七
円
、
も
っ
と
も
低
位
の
分

類
で
は
七
四
〇
円
と
い
う
参
考
数
値
が
示
さ

れ
た
。「
平
均
賃
金
の
一
定
割
合
」
に
つ
い

て
は
、
二
〇
〇
七
年
度
の
時
給
換
算
の
平
均

賃
金
一
八
一
四
円
に
対
し
、
四
〇
％
で
七
二

六
円
、
五
〇
％
で
九
〇
七
円
と
な
る
。

初
任
給
の
指
標
で
労
使
が
対
立

こ
の
三
案
の
う
ち
、
労
働
側
は
、「
高
卒
初

任
給
」
の
平
均
へ
の
引
き
上
げ
を
主
張
。
議

論
は
こ
れ
を
軸
に
す
す
ん
だ
も
の
の
、
初
任

給
の
平
均
と
い
う
水
準
に
対
し
て
は
、
中
小

企
業
を
代
表
す
る
経
営
側
委
員
が
強
く
反
発

し
た
た
め
、
規
模
に
関
し
て
ど
の
指
標
を
取

る
か
に
議
論
は
移
っ
た
。
労
働
側
は
指
標
の

一
つ
と
し
て
、
一
〇
〜
九
九
人
規
模
企
業
の

統
計
デ
ー
タ
を
あ
げ
た
。
こ
の
規
模
の
企
業

の
高
卒
初
任
給
を
時
給
換
算
す
る
と
七
五
五

円
（
第
一
・
十
分
位
数
、
平
成
一
九
年
度
）

と
な
り
、
昨
年
改
定
さ
れ
た
現
行
の
最
低
賃

金
の
平
均
額
六
八
七
円
（
時
給
）
と
の
差
は

六
八
円
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
経
営
側
は
、「
中
小
企
業
の
大

多
数
を
占
め
、
中
小
企
業
基
本
法
の
定
義
に

即
し
た
『
従
業
員
二
〇
人
以
下
』
の
小
規
模

企
業
者
」
を
そ
の
指
標
と
す
る
よ
う
主
張
。

し
か
し
、
こ
の
規
模
の
高
卒
初
任
給
の
デ
ー

タ
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
議
論
は
平
行
線
を

た
ど
っ
た
。
そ
の
結
果
、
労
使
の
主
張
の
す

れ
違
い
を
反
映
し
、
合
意
文
は
、
高
卒
初
任

給
の
低
位
水
準
を
「
め
ざ
す
」
と
せ
ず
、「
均

衡
を
勘
案
し
て
、
引
き
上
げ
る
こ
と
を
め
ざ

す
」
と
い
う
表
現
で
落
着
し
た
。

会
議
終
了
後
、
記
者
会
見
し
た
連
合
の
髙

木
剛
会
長
は
、「
最
低
賃
金
を
決
め
る
指
標
の

一
つ
と
し
て
、
高
卒
初
任
給
を
使
う
考
え
方

が
入
っ
た
こ
と
は
一
つ
の
前
進
だ
」
と
評
価

す
る
一
方
、「
初
任
給
の
取
り
方
を
め
ぐ
る
経

営
側
と
の
考
え
方
の
違
い
が
最
後
ま
で
残
っ

た
こ
と
は
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
や
地
方

最
低
賃
金
審
議
会
の
委
員
に
苦
労
を
か
け
る

種
を
残
し
た
」
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
大
田

弘
子
・
内
閣
府
特
命
担
当
相
は
、「
こ
れ
ま
で

は
、
め
ざ
す
べ
き
水
準
の
議
論
が
な
い
ま
ま
、

対
前
年
の
引
き
上
げ
だ
け
を
議
論
し
て
い
た
。

（
今
回
の
合
意
に
よ
り
）
ど
う
い
う
水
準
を

め
ざ
す
べ
き
か
の
考
え
方
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
」
な
ど
と
評
価
し
た
。

中
央
・
地
方
で
の
審
議
の
行
方
に
注
目

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
は
六
月
三
〇
日
に

舛
添
厚
労
相
が
最
賃
の
改
定
を
諮
問
し
、
審

議
が
始
ま
っ
た
。
今
年
の
場
合
、
め
ざ
す
べ

き
水
準
と
し
て
「
高
卒
初
任
給
」
と
い
う
中

期
目
標
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
変
化
だ
け
で

な
く
、
生
活
保
護
費
と
の
整
合
性
な
ど
が
盛

り
込
ま
れ
た
改
正
最
低
賃
金
法
（
七
月
一
日

施
行
）
の
趣
旨
を
ど
の
よ
う
に
改
定
の
中
に

盛
り
込
む
の
か
と
い
っ
た
課
題
も
あ
る
。

中
央
・
地
方
で
ど
う
審
議
が
展
開
す
る
の

か
が
注
目
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中

長
期
的
な
最
賃
引
き
上
げ
の
目
標
水
準
の
合

意
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
最
低
賃
金
を
段
階

的
に
引
き
上
げ
て
い
く
方
向
性
だ
け
は
確
認

さ
れ
た
と
い
え
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）




